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諮問日：令和３年 ６月１４日（諮問乙第９５号） 

答申日：令和７年１２月２３日（答申乙第８８号） 

件 名：保健所相談記録関係文書に係る個人情報部分開示決定に対する審査請求について 

 

                     

答   申 

 

第１ 審査会の結論 

宮城県知事は、本件審査請求の対象となった部分開示決定において開示しない

こととした情報のうち、６つの文書を追加した上で、別紙２については開示すべ

きである。また、その他の部分については非開示とすることが妥当であるが、本

件開示請求に対応する個人情報が記載された行政文書（以下「本件行政文書」）に

添付されている別紙書類及び別添書類（以下「別紙等」という。）を、本件行政文

書に特定しなかったことは妥当ではなく、これらを特定した上で、開示、一部開

示又は非開示の決定をすべきである。 

 

第２ 審査請求に係る経過 

１ 審査請求人は、令和２年１２月２４日、個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和４年宮城県条例第７２号）附則第２条の規定による廃止前の個人情報保護

条例（平成８年宮城県条例第２７号。以下「条例」という。）第１６条第１項の規

定により、宮城県知事（以下「実施機関」という。）に対し、「○○保健所が保管

している精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号。

以下「精神保健福祉法」という。）第２３条に基づき○○警察署が発布した通報書

全部 ○○保健所が作成した私に関する文書全部」について、個人情報の開示請

求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関は、本件行政文書として、別紙１に記載の行政文書を特定した。 

 

その上で、本件行政文書について部分開示決定（以下「本件処分」という。）を

行い、一部について個人情報の開示をしない理由を次のとおり付して、令和３年

１月２２日付けで審査請求人に通知した。 

 

条例第１８条第１項第２号該当 

本件行政文書には、本人以外の個人に関する情報が含まれており、本人以外

の特定の個人が識別することができるもの、又は当該本人以外の特定の個人を

識別することはできないが、開示することにより、なお当該本人以外の個人の

権利利益を害するおそれがあるため。 

 

条例第１８条第１項第６号ハ該当 

本件行政文書には、県が行う保健行政に関する情報が含まれており、公開す

ることにより、保健行政の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあ
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るため。 

 

３ 審査請求人は、令和３年４月９日付けで、本件処分を不服として、行政不服審

査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定により、宮城県知事に対し審査請

求を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

   審査請求の趣旨は、本件処分を取り消すとの裁決を求めるものである。 

 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書、反論書などによると、

おおむね以下のとおりである。 

 

   保健所職員との会話（面談も含む）はすべて録音してあり、虚偽が多い。非開

示判断に疑問がある。 

   これまでに○○保健所が作成した記録文書には事実と異なることが幾つか確

認しています。はっきり云ってある手法に則り相続する土地、家屋等を後見人に

管理させるべく都合の良い文言を書き入れておく作業に受け取れます。部分開示

で墨塗りの所には個人情報やその他決まりがあると思いますが私が電話で話し

た内容では個人情報やその他の決まりで埋め尽くすはずがありません。見せる部

分はあるものの核心的部分は隠しておいて家族が亡くなり相続が発生した時に

虚偽の通報者によって措置入院に運び込まれ偽りの記録の共有でソーシャルワ

ーカーが後見人に管理させるべく手続きを済ませてしまう手口です。被害妄想と

言うかもしれませんが、一回目の措置入院の時は謎の人物から「○○市内を埠頭

まで追尾された」と通報されています。私は追いかけたりしたことは有りません。

当時は会社勤めをしていました。話せば長くなります。文章も得意ではありませ

ん。口頭陳述で詳しく説明したいと思います。聴聞してください。 

   尚、○○保健所は文書を作成したパソコン上の画面はパソコン内に保存してい

ます。いつでも改竄できる状態にしていることは職員から聞いています（録音し

ています）。 

 

   ○○保健所と警察通報に疑いを持つ理由 

  一  平成２１年会社勤めをしていた時、謎の通報者により精神保健福祉法第 

２３条通報された。情報開示請求で受け取った文書（通報書）には、公印割

印が押されてなく保健所に指摘したら 

     「原本にはうっすらと印影があります。あまりにも薄くてコピー機が読み

取らなかったのです。濃度を上げてコピーしてみますので、もう一度開示請

求してください」 

     そして２回目の開示請求で受け取った文書（通報書）では、文字と同じ濃

さの角のない丸みのある印影だった。後から押したものと伺がえます。 
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  二  平成２７年１１月１２日に警察通報された。この時は車にキズをつけられ

て被害届に行ったものの警察官は 

     「初めからキズの無い車で被害届に来た中年の男性がいた」 

     と報告していたことを県警の相談電話で話したことで通報書が発布され

ていた。 

     この通報書には割印、契印がなく○○署では 

     「失念により押し忘れた。何の意図もありません」 

     保健所に「何んで収受し保管しているのですか」 

     「公印さえ押されていれば良いのです」 

     平成２７年１１月１２日に精神保健福祉法第２３条通報された時に保健

所は警察通報があったことを隠して訪問して来た。保健所と割印、契印の無

い文書が保管されていたことは知らずに居ました。 

     宮城県警の文書規程で精神保健福祉法２３条通報は、正副の文書を作成す

る際常々公印割印複数枚になれば契印を施します。 

     「公印さえあれば良い」と言っているのは○○保健所と本庁精神保健推進

室だけで宮城県内の他の保健所では印章の欠けた通報が届いたら？と問え

ば 

     「それは受け取りませんよ」 

     「送り返しますよ」 

    と回答しています。 

     この様な通報書は差し替え可能な状態で保管しておくことになるのでは

ないでしょうか。 

  三  平成２８年２月３日に精神保健福祉法２３条通報された時は○○保健所

と○○署で保管していた通報書（正）（副）は違った文書でした。 

     一番下の行の頭文字が漢字で初まるのと、ひらがなで初まっているものと

２通りあります。 

 

     ３回の通報書をそれぞれ提出します。 

      

第４ 実施機関の説明要旨  

実施機関が弁明書において本件行政文書について述べている内容を総合する

と、おおむね次のとおりである。 

  

 １ 電話処理箋及び電話受理箋（別紙１の文書番号（１）、（３）、（18）～（23）、

（25）～（28）、（40）、（43）、（62）、（66）～（69）、（71）～（73）、（75）、（80）、

（82）、（83）、（90）、（92）、（105）、（106）、（109）、（112）、（113）、(115)及び（118）） 

「決裁欄の印影」、「記録者の職、氏名、印影」、「診断名」、「相談契機」、「経過」、

「履歴（生育歴・学歴・職歴・婚姻歴等）」、「受診歴及び病歴」、「関係機関等」、

「特記事項」、「件名、内容、判断・対応」、「関係機関連絡」、「欄外メモ」、「職業」、

「相手方、概要、対応、欄外」、「病院名」、「受信者、発信者」、「目的、対応者、

相手方、概要等」、「内容、回答対応」、「当所からの質問→障害福祉課からの回答」、
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「今後の対応」、「（件名）以下の内容欄」及び「内容、対応、追記」を開示するこ

とにより、審査請求人が本件行政文書の記載内容の真偽や詳細等を確認するため

に、職員に問い合わせ等を行うことにより、相談等に関する将来の同種の事務事

業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行

に支障が生ずるおそれがあるため、条例第１８条第１項第６号ハに基づき非開示

とした。 

「電話番号」、「両親電話番号」、「ジュノグラム」、「家族歴」及び「発・受信者」

には、審査請求人以外の個人に関する情報が記載されているため、条例第１８条

第１項第２号に基づき非開示とした。 

「家族系統図及び家族歴」、「主治医」、「受診者、内容、対応」及び「相手方、

概要、対応」には、審査請求人以外の個人に関する情報が記載されているため、

条例第１８条第１項第２号に基づき非開示とした。また、これらを開示すること

により、審査請求人が本件行政文書の記載内容の真偽や詳細等を確認するために、

職員に問い合わせ等を行うことにより、相談等に関する将来の同種の事務事業の

目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支

障が生ずるおそれがあるため、条例第１８条第１項第６号ハに基づき非開示とし

た。 

「相談の相手方、内容、対応」には、審査請求人以外の個人に関する情報が記

載されているため、条例第１８条第１項第２号に基づき非開示とした。また、こ

れらを開示することにより、相談者と保健所との信頼関係が損なわれ、保健所に

必要な情報提供がなされなくなれば、相談内容に対応することが難しくなり、相

談等に関する将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事

務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるため、条例第１８

条第１項第６号ハに基づき非開示とした。 

「ケース概要」を開示することにより、相談者と保健所との信頼関係が損なわ

れ、保健所に必要な情報提供がなされなくなれば、相談内容に対応することが難

しくなり、相談等に関する将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又

はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるため、

条例第１８条第１項第６号ハに基づき非開示とした。 

 

 ２ 精神保健福祉相談票（別紙１の文書番号（２）、（15）、（24）及び（47）） 

 「記録者名」、「来所経路」、「主訴」、「生育歴」、「生活史」、「診断」、「指示」、「欄

外メモ」、「記録者名」、「病前性格」、「相談者名」、「今年度の経過、相談目的」及

び「現在の症状」を開示することにより、審査請求人が本件行政文書の記載内容

の真偽や詳細等を確認するために、職員に問い合わせ等を行うことにより、相談

等に関する将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務

事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるため、条例第１８条

第１項第６号ハに基づき非開示とした。 

「相談者名、本人との続柄」及び「医師名」には、審査請求人以外の個人に関

する情報が記載されているため、条例第１８条第１項第２号に基づき非開示とし

た。 
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「家族構成」、「現在の症状」、「遺伝歴」、「家族の状況」及び「発病（問題発生）

以来の症状と経過」には、審査請求人以外の個人に関する情報が記載されている

ため、条例第１８条第１項第２号に基づき非開示とした。また、これらを開示す

ることにより、審査請求人が本件行政文書の記載内容の真偽や詳細等を確認する

ために、職員に問い合わせ等を行うことにより、相談等に関する将来の同種の事

務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な

執行に支障が生ずるおそれがあるため、条例第１８条第１項第６号ハに基づき非

開示とした。 

「相談の相手方、内容、対応」には、審査請求人以外の個人に関する情報が記

載されているため、条例第１８条第１項第２号に基づき非開示とした。また、こ

れらを開示することにより、相談者と保健所との信頼関係が損なわれ、保健所に

必要な情報提供がなされなくなれば、相談内容に対応することが難しくなり、相

談等に関する将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事

務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるため、条例第１８

条第１項第６号ハに基づき非開示とした。 

「発病（問題発生）以来の症状と経過」には、審査請求人以外の個人に関する

情報が記載されているため、条例第１８条第１項第２号に基づき部分開示とした。

また、「発病（問題発生）以来の症状と経過」には陳述者が語る最近の様子等が記

載されており、「発病（問題発生）以来の症状と経過」を開示することにより、陳

述者と保健所との信頼関係が損なわれ、保健所に必要な情報提供がなされなくな

れば、相談内容に対応することが難しくなり、相談等に関する将来の同種の事務

事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執

行に支障が生ずるおそれがあるため、条例第１８条第１項第６号ハに基づき部分

開示とした。 

 

 ３ 相談記録票、相談報告書及び訪問記録票（別紙１の文書番号（４）～（８）、

（10）～（14）、（16）、（17）、（29）～（36）及び（38）） 

「決裁欄の印影」、「記録者の職、氏名、印影」、「診断名」、「関係機関連絡」、「相

談契機」、「支援方針」、「経過」、「概要、内容、判断、対応、今後の方針、支援内

容」、「発・受診年月日」、「対応者、主訴」、「相談内容、支援、指導等、内訳、（再

掲）、受付経路」及び「病院名」を開示することにより、審査請求人が本件行政文

書の記載内容の真偽や詳細等を確認するために、職員に問い合わせ等を行うこと

により、訪問等に関する将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は

これらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるため、

条例第１８条第１項第６号ハに基づき非開示とした。 

「面接来所者名、対応者、主訴、概要、内容、対応、今後の方針」、「相談者（続

柄）、主訴、概要、判断、対応、今後の方針」、「経過」及び「訪問従事者、今年度

訪問回数、受付経路、訪問目的」には、審査請求人以外の個人に関する情報が記

載されているため、条例第１８条第１項第２号に基づき非開示とした。また、こ

れらを開示することにより、相談者と保健所との信頼関係が損なわれ、保健所に

必要な情報提供がなされなくなれば、相談内容に対応することが難しくなり、相



 

- 6 - 

 

談等に関する将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事

務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるため、条例第１８

条第１項第６号ハに基づき非開示とした。 

「電話番号」、「相談者（続柄）」及び「面接来所者名」には、審査請求人以外の

個人に関する情報が記載されているため、条例第１８条第１項第２号に基づき非

開示とした。 

「支援計画」、「家族系統図及び家族歴」、「訪問従事者、今年度訪問回数、受付

経路、訪問目的」及び「面接来所者名、対応者」には、審査請求人以外の個人に

関する情報が記載されているため、条例第１８条第１項第２号に基づき非開示と

した。また、「家族系統図及び家族歴」を開示することにより、審査請求人が本件

行政文書の記載内容の真偽や詳細等を確認するために、職員に問い合わせ等を行

うことにより、訪問等に関する将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、

又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるた

め、条例第１８条第１項第６号ハに基づき非開示とした。 

 

 ４ 打ち合わせ報告書及び打合せ記録（別紙１の文書番号（９）及び（110）） 

   「決裁欄の印影」、「記録者の職、氏名、印影」、「結果、概要等」、「出席者」及

び「概要」を開示することにより、審査請求人が本件行政文書の記載内容の真偽

や詳細等を確認するために、職員に問い合わせ等を行うことにより、相談等に関

する将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の

公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるため、条例第１８条第１項

第６号ハに基づき非開示とした。 

「出席者」には、審査請求人以外の個人に関する情報が記載されているため、

条例第１８条第１項第２号に基づき非開示とした。 

 

 ５ 支援記録票、電話相談、支援記録、電話支援記録（別紙１の文書番号（37）、

（39）、（41）、（42）、（44）～（46）、（48）～（61）、（63）～（65）、（70）、（74）、

（76）～（79）、（81）、（84）～（89）、（91）及び（93）～（100）） 

   「決裁欄の印影」、「記録者の職、氏名、印影」、「診断名」、「病院名」、「支援方

針（継続のみ）」、「目的・主訴、内容、支援、判断、指導等、今後の方針、内訳、

（再掲）、受付経路、支援内容、欄外メモ」、「受信者、件名、内容、対応」、「経過」、

「発信者、氏名」、「対応者」及び「概要等」を開示することにより、審査請求人

が本件行政文書の記載内容の真偽や詳細等を確認するために、職員に問い合わせ

等を行うことにより、相談等に関する将来の同種の事務事業の目的が達成できな

くなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ

があるため、条例第１８条第１項第６号ハに基づき非開示とした。 

 

 ６ 個人情報開示等の決定（延長）について（別紙１の文書番号（101）～（104）、

（107）、（108）、（111）、（114）、（116）、（117）、（119）及び（120）） 

   「起案者の職、氏名、印影」、「決裁欄等の印影」、「起案理由の中の「参考」」、

「当課（室）の意見の中の「（２）その理由」」、「一部について個人情報を開示し
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ない理由」、「決定期間延長通知者欄外メモ」、「起案欄外メモ、起案理由の中の「備

考」及びメモ」、「備考以下の記載事項」及び「起案理由、備考」を開示すること

により、審査請求人が本件行政文書の記載内容の真偽や詳細等を確認するために、

職員に問い合わせ等を行うことにより、相談等に関する将来の同種の事務事業の

目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支

障が生ずるおそれがあるため、条例第１８条第１項第６号ハの規定に基づき非開

示とした。 

 

 ７ 措置入院、緊急措置入院、移送制度に係る指定医の診察・要否、精神保健及び

精神障害福祉に関する法律第３１条の規定等について（別紙１の文書番号（121）

～（131）） 

「決裁欄の印影」、「起案者の職、氏名、印影」、「精神保健指定医氏名」、「発病、

職業、過去入院歴」、「生活歴及び既往歴」、「問題行為」、「主要症状」、「調査員職

名、氏名」、「同行者の氏名」、「その他特記事項」、「記録者所属、職名、氏名」、「起

案理由」、「支援計画」、「診断名」及び「補助者氏名、所属、同行者の氏名」を開

示することにより、審査請求人が本件行政文書の記載内容の真偽や詳細等を確認

するために、職員に問い合わせ等を行うことにより、相談等に関する将来の同種

の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円

滑な執行に支障が生ずるおそれがあるため、条例第１８条第１項第６号ハの規定

に基づき非開示とした。 

「調査時の状況」、「家族状況」及び「調査年月日」には、審査請求人以外の個

人に関する情報が記載されているため、条例第１８条第１項第２号の規定に基づ

き部分開示とした。また、これらを開示することにより、審査請求人が本件行政

文書の記載内容の真偽や詳細等を確認するために、職員に問い合わせ等を行うこ

とにより、相談等に関する将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又

はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるため、

条例第１８条第１項第６号ハの規定に基づき部分開示とした。 

 

 ８ 精神障害者発見通知書及び保護に関する通報書（別紙１の文書番号（132）～

（134）） 

   「決裁欄等の印影」、「精神障害のため自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそ

れがあると認めた理由」、「通報の対象者」、「○○○○による警察への申し立て内

容抜粋」及び「精神障害者又はアルコール慢性中毒者と認めた理由」を開示する

ことにより、審査請求人が本件行政文書の記載内容の真偽や詳細等を確認するた

めに、職員に問い合わせ等を行うことにより、相談等に関する将来の同種の事務

事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執

行に支障が生ずるおそれがあるため、条例第１８条第１項第６号ハの規定に基づ

き非開示とした。 

 

第５ 審査会の判断理由 

 １ 条例の基本的な考え方について 
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条例は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利

その他の個人情報の保護に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の適正

な取扱いの確保及び個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって個人の人格と尊

厳の尊重に寄与することを目的として制定されたものであり、個人情報の開示請

求にあっては、原則開示の理念の下に解釈され、かつ運用されなければならない。 

当審査会は、この原則開示の理念に立って条例を解釈し、以下のとおり判断す

る。 

 

 ２ 本件行政文書について 

（１）本件行政文書の特定 

審議の対象となる個人情報を含む本件行政文書は、別紙１のとおりである。

当審査会では、実施機関から本件行政文書の提示を受けてインカメラ審理を行

い、実施機関の判断の妥当性について、審議を行った。 

 

（２）本件処分の瑕疵 

実施機関は、本件行政文書に添付されている別紙等の全ての文書について開

示決定等を行うべきところ、本件行政文書に別紙等の一部を含めずに本件処分

を行った。実施機関からのこの事情に関する説明によれば、添付漏れ又は「実

施機関が作成した私に関する文書」という内容の請求であったため、実施機関

が作成していない文書である別紙等については本件行政文書に含めなかった

とのことである。 

行政文書とは、条例第２条第２項のとおり実施機関の職員が職務上作成し、

又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム並びに電磁的記録であっ

て、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有し

ているものであり、また、行政文書は別紙等を含めて全体として相互に関連性

を有する一体不可分の情報であるから、実施機関（○○保健所）の作成の有無

に関わらず、当然に本件行政文書に含まれるべきものである。 

実施機関は、本件処分において別紙等に関してなんら触れておらず、また、

本件処分とは別に開示あるいは非開示の決定を行ってもいない。そうすると、

本件処分は、結果として別紙等についての開示等に関する判断を示していない

と認められ、瑕疵があったと言わざるを得ない。 

 

 （３）当審査会の審査及び検討対象 

    当審査会の審査に当たっては、添付漏れの別紙等も審査対象とする必要があ

るので、実施機関に対し、別紙等の提出とそれらの開示・非開示の判断を求め

ることとした。また、審査請求人に対し、当該別紙等に係る実施機関の開示・

非開示の判断について意見を確認したところ、審査請求人からの回答はなかっ

た。 

 

３ 精神保健福祉相談について 

精神保健福祉相談は、「自治体は必要に応じて精神保健及び精神障害者の福祉
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に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指

導させなければならない」と定められている精神保健福祉法第４７条第１項に基

づき行われているものであり、各保健所において、医師、保健師等による精神保

健福祉相談を実施し、精神障害者及びその疑いのある者の早期発見、早期治療の

促進並びに対象者の社会適応を援助するとともに、県民の精神的健康の保持増進

を図ることを目的として、面接相談、訪問、診断など一連の相談業務が行われて

いる。 

 

 ４ 本件処分の妥当性について 

当審査会は、本件行政文書を見分した上で、別紙１の分類欄のとおり対象行政

文書の様式や記載内容、性質に応じて分類１から分類１７までに分類整理し、そ

れぞれの非開示部分の条例第１８条第１項第２号及び第６号ハの該当性について

判断する。 

 

（１）条例第１８条第１項第２号の規定について 

ア 趣旨 

条例第１８条第１項第２号は、「開示請求に係る個人情報の本人以外の  

個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であっ

て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当該本人以外

の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、

当該本人以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

又は当該本人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示すること

により、なお当該本人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に

ついては開示しない旨規定されているが、同号ただし書において、次に掲げ

る情報は当該非開示情報から除くものとされている。 

イ 法令の規定により又は慣行として当該本人が知ることができ、又は知る

ことが予定されている情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要で

あると認められる情報 

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２

条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第

１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除

く。）、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及

び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る

情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職

務遂行の内容に係る部分 

    

イ 条例第１８条第１項第２号の該当性 

（ア）分類１（審査請求人以外との電話処理箋、相談記録票、相談報告書及

び訪問記録票）、分類４（審査請求人以外との打ち合わせ報告書）及び分
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類７（審査請求人以外との電話処理（受理）箋）には、実施機関と関係

機関等との電話や面談でのやり取りの内容等の情報が記録されている

が、「相手方（発受信者、面接来所者、相談者、出席者含）」、「電話番号」、

「家族系統図及び家族歴」、「家族歴」、「経過」、「訪問目的」及び「概要」

の欄に記載されている情報の一部には、審査請求人以外の特定の個人が

識別されるもの又は特定の個人を識別することはできないが、本人以外

の個人の権利利益が害されるおそれがあるものが含まれていると認め

られることから、条例第１８条第１項第２号に該当し、非開示が妥当で

ある。 

（○）ただし、審査請求人以外の個人に関する情報について、同号に該当す

るが、慣行として当該本人が知ることができ、又は知ることが予定され

ている情報は、同号ただし書イに該当するため、開示すべきである。 

（イ）分類２は、精神保健福祉相談票である。当該相談票は「保健所及び市

町村における精神保健福祉業務について」(平成１２年３月３１日障第

２５１号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知）の別紙「保健所及び市

町村における精神保健福祉業務運営要領」に基づき作成される文書であ

り、相談指導、訪問指導、社会復帰指導その他のケース対応に当たって、

対象者ごとに聴取した内容や本人の様子、医師の判断、処遇等の相談指

導等の記録を整理保管し、継続的な相談指導等に活用するものである。 

（ロ）当該相談票には、支援者情報や来所経路等の情報が記録されているが、

「家族構成」及び「発病（問題発生）以来の症状と経過」の欄に記載さ

れている情報の一部には、審査請求人以外の特定の個人が識別されるも

の又は特定の個人を識別することはできないが、本人以外の個人の権利

利益が害されるおそれがあるものが含まれていると認められることか

ら、条例第１８条第１項第２号に該当し、非開示が妥当である。 

（ウ）分類３（審査請求人との訪問記録票、相談報告書）及び分類５（審査

請求人との電話処理箋）には、審査請求人と実施機関との電話や面談で

のやり取りの内容等の情報が記録されているが、「電話番号」及び「家族

系統図及び家族歴」の欄に記載されている情報の一部には、審査請求人

以外の特定の個人が識別されるもの又は特定の個人を識別することは

できないが、本人以外の個人の権利利益が害されるおそれがあるものが

含まれていると認められることから、条例第１８条第１項第２号に該当

し、非開示が妥当である。 

（○）ただし、審査請求人以外の個人に関する情報について、同号に該当す

るが、慣行として当該本人が知ることができ、又は知ることが予定され

ている情報は、同号ただし書イに該当するため、開示すべきである。 

（エ）分類１６は、措置入院・移送制度に係る指定医の診察に関する実施機

関の起案文書である。当該起案書に含まれている措置入院のための事前

調査票の「家族状況」の欄に記載されている情報は、審査請求人以外の

特定の個人が識別されるもの又は特定の個人を識別することはできな

いが、本人以外の個人の権利利益が害されるおそれがあると認められる



 

- 11 - 

 

ことから、条例第１８条第１項第２号に該当し、非開示が妥当である。 

 

（２）条例第１８条第１項第６号ハの規定について 

   ア 趣旨 

条例第１８条第１項第６号は、「県の機関、県が設立した地方独立行政 法

人又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することによ

り、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業若しくは

将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の

公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの」を非開示事由と

して規定しており、「次に掲げるおそれ」として同号ハで次のように規定して

いる。 

ハ 指導、評価、選考、判定、診断等に係る事務に関し、当該事務若しくは

将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若

しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ 

    

イ 条例第１８条第１項第６号の該当性 

（ア）分類１、分類３、分類４、分類５、分類６（審査請求人以外との電話

処理箋、支援記録及び打ち合わせ記録）、分類７、分類８（審査請求人と

の相談記録票）、分類９（審査請求人との支援記録票、電話相談、電話処

理箋及び支援記録）、分類１０（審査請求人との電話処理箋、支援記録票、

電話支援記録、支援記録）、分類１２（個人情報開示等に関する起案文

書）、分類１３（審査請求人との電話処理（受理）箋）、分類１４（審査

請求人以外との電話処理箋及び支援記録）、分類１５（措置入院等に関す

る起案文書）、分類１６及び分類１７（精神障害者発見通報書及び保護に

関する通報書）について、当該行政文書の上部にある決裁欄の実施機関

職員の印影及び当該行政文書の記録者又は起案者の職・氏名は、個人情

報に該当するものの条例第１８条第１項第２号ハに該当し、本来であれ

ば開示が妥当であるが、職員の自らの意見等が記述されているものでは

ないものの、当該行政文書が措置入院等の処分の端緒となり得ること、

措置入院が本人の意思にかかわらず強制的に入院させることができる

制度であることなどを考慮すると、当該処分や精神保健福祉相談等に関

わった職員を特定し得る情報を開示した場合、審査請求人が記載内容の

真偽や詳細等を確かめるために、これらの者に対し、執拗な問い合わせ

や追求等を行うことにより、当該事務又は将来の同種の事務の公正、円

滑な執行に支障が生じるおそれがあると認められる。 

（イ）よって、条例第１８条第１項第６号ハに該当し、非開示とした実施機

関の判断は妥当である。 

（イ）ただし、記録者の職の一部について、実施機関内に当該職が複数人い

る場合又は決裁欄が空欄の場合、職員を特定し得る情報にあたるとは認

められないので、同号ハ号に該当せず、開示すべきである。 

（イ）なお、上記判断は、本件審査請求と同様な審査請求に対する平成２７



 

- 12 - 

 

年９月１６日付け答申乙第５２号及び令和４年１０月７日付け答申乙

第７４号に沿ったものである。 

（イ）分類１、分類６、分類７及び分類１４について、当該行政文書には実

施機関と関係機関等との電話や打合せでのやり取りの内容等の情報が

記録されているが、当該情報には関係者等から聴取した審査請求人に対

する評価や印象、率直な意見等が含まれている。当該情報が開示される

と、関係機関等が記載された内容等について審査請求人から追及される

ことをおそれて、自由かつ率直な意見を述べることを躊躇い、関係機関

等から精神保健相談等に対する情報提供等が得られなくなるなど、当該

事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれら

事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあると認めら

れる。 

（ロ）よって、条例第１８条第１項第６号ハに該当し、非開示とした実施機

関の判断は妥当である。 

（ウ）分類２及び分類１１（精神保健福祉相談票）について、当該行政文書

の性質は上記（１）のイ（イ）とおりである。当該行政文書には、「支援

者情報」、「来所経路」、「主訴」等の情報が記録されているが、当該情報

には実施機関職員及び関係者等の審査請求人に対する評価や印象、率直

な意見等が含まれている。当該情報が開示されると、実施機関職員が審

査請求人の反応等に配慮して記載を簡略化し、正確に記述することを躊

躇するなど、記載内容の形骸化をもたらすことが想定されるとともに、

関係機関等が記載された内容等について審査請求人から追及されるこ

とをおそれて、自由かつ率直な意見を述べることを躊躇い、関係機関等

から精神保健相談等に対する情報提供等の協力が得られなくなるなど、

当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこ

れら事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあると認

められる。 

（ハ）よって、条例第１８条第１項第６号ハに該当し、非開示とした実施機

関の判断は妥当である。 

（ハ）ただし、審査請求人が了知している情報については、開示することに

より、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、

又はこれら事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあ

るとは認められないので、開示すべきである。 

（エ）分類３、分類５、分類８、分類９、分類１０及び分類１３について、

当該行政文書には審査請求人と実施機関との電話や面接でのやり取り

の内容等の情報が記録されており、当該情報には実施機関職員の審査請

求人に対する評価・印象・率直な意見及び実施機関の判断・対応方針等

が含まれていることから、当該情報の非開示事由該当性は上記（ウ）の

とおりである。 

   よって、条例第１８条第１項第６号ハに該当し、非開示とした実施機

関の判断は妥当である。 
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（ニ）ただし、審査請求人が了知している情報については、開示することに

より、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、

又はこれら事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあ

るとは認められないので、開示すべきである。 

（オ）分類１２について、審査請求人に係る個人情報開示請求に関する実施

機関の起案文書であるが、当該行政文書には、開示請求に関する具体的

な検討内容等の情報が含まれていることから、当該情報の非開示事由該

当性は上記（ウ）のとおりである。 

（○）よって、条例第１８条第１項第６号ハに該当し、非開示とした実施機

関の判断は妥当である。 

（○）ただし、審査請求人が了知している情報、文書の表題・項目名及び客

観的事実については、開示することにより、当該事務若しくは将来の同

種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれら事務の公正若しくは円

滑な執行に支障が生ずるおそれがあるとは認められないので、開示すべ

きである。 

（カ）分類１５及び分類１６について、措置入院・移送制度に係る指定医の

診察に関する実施機関の起案文書であるが、当該起案文書には、「起案理

由」、「生活歴及び既往歴」、「問題行為」、「主要症状」、「調査時の状況」、

「調査員の氏名及び印影」等の情報が記載されており、当該情報には実

施機関職員及び関係者等の審査請求人に対する評価・印象・率直な意見

等が含まれていることから、当該情報の非開示事由該当性は上記（ウ）

のとおりである。 

（○）よって、条例第１８条第１項第６号ハに該当し、非開示とした実施機

関の判断は妥当である。 

（○）ただし、調査員の職の一部について、実施機関内に当該職が複数人い

る場合、職員を特定し得る情報にあたるとは認められないので、同号ハ

に該当せず、開示すべきである。 

（キ）分類１７について、○○警察署長が作成した精神障害者発見通報書又

は保護に関する通報書であるが、当該通報書には、審査請求人の「本籍」、

「住所」、「職業」、「氏名」、「生年月日」、「発見又は保護開始の日時」、「精

神障害のため自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認め

た理由・精神障害者又はアルコール慢性中毒者と認めた理由（以下「精

神障害者等と認めた理由」という。）」等が記載されている。これらの情

報のうち「精神障害者等と認めた理由」には、精神障害者等と認めるに

至った当時の状況や事実が具体的に記載されており、こうした状況等に

より審査請求人の精神状態について評価した内容を、警察官が記録した

ものである。当該情報が開示されると、警察官が審査請求人の反応等に

配慮して記載を簡略化し、正確に記述することを躊躇するなど、記載内

容の形骸化をもたらすことが想定され、ひいては保健所の調査員等が措

置入院に係る診察の要否の判断に必要な情報が得られなくなるなど、当

該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれ
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らの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生じるおそれがあると認

められる。 

（ト）よって、条例第１８条第１項第６号ハに該当し、非開示とした実施機

関の判断は妥当である。 

（ク）分類１、分類３、分類１０及び分類１２において、非開示とされてい

る別紙等の見出し、項目及び単位等の形式的なものについては、開示す

ることにより、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できな

くなり、又はこれら事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそ

れがあるとは認められないので、開示すべきである。 

 

５ 結論 

当審査会は、上記のとおり上記４（１）イ及び（２）イを踏まえ、「第１ 審査

会の結論」のとおり判断した。 

 

第６ 付言 

第５の２（２）で述べたとおり、本件処分においては実施機関の行政文書の特

定に不備が認められた。開示請求の対象となる行政文書については、不備がない

ように確実に特定した上で開示決定等を行う必要があることから、実施機関にお

ける今後の開示決定等に係る事務処理において、適切な対応が望まれる。 

         

第７ 審査会の処理経過 

当審査会における処理経過は、別紙３のとおりである。 
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別紙１ 

Ｎｏ． 本件行政文書 分類 

（１） 電話処理箋（平成 27年 6月 30日） 分類 1 

（２） 精神保健福祉相談票（平成 27年 8月 13日） 分類 2 

（３） 電話処理箋（平成 27年 11月 16日） 分類 1 

（４） 相談記録票（面接）（平成 27年 11月 17日） 分類 1 

（５） 相談報告書（電話）（平成 27年 11月 18日） 分類 1 

（６） 訪問記録票（平成 27年 11月 20日） 分類 3 

（７） 相談報告書（電話）（平成 27年 11月 20日） 分類 3 

（８） 相談記録票（面接）（平成 27年 12月 3日） 分類 1 

（９） 打ち合わせ報告書（平成 27年 12月 16日） 分類 4 

（10） 訪問記録票（平成 27年 12月 28日） 分類 3 

（11） 相談報告書（電話）（平成 27年 12月 28日） 分類 3 

（12） 相談報告書（電話）（平成 28年 1月 22日、25日） 分類 3 

（13） 相談報告書（電話）（平成 28年 1月 29日） 分類 3 

（14） 相談報告書（電話）（平成 28年 2月 3日） 分類 1 

（15） 精神保健福祉相談票（平成 28年 2月 4日） 分類 2 

（16） 相談記録票（面接）（平成 28年 3月 16日） 分類 1 

（17） 訪問記録票（平成 28年 3月 22日） 分類 1 

（18） 電話処理箋（平成 28年 3月 25日） 分類 1 

（19） 電話処理箋（平成 28年 4月 5日） 分類 1 

（20） 電話処理箋（平成 28年 4月 6日） 分類 1 

（21） 電話処理箋（平成 28年 4月 19日） 分類 1 

（22） 電話処理箋（平成 28年 4月 22日） 分類 1 

（23） 電話処理箋（平成 28年 4月 26日） 分類 5 

（24） 精神保健福祉相談票（平成 28年 4月 27日） 分類 2 

（25） 電話処理箋（平成 28年 6月 10日） 分類 5 

（26） 電話受理箋（平成 28年 6月 13日） 分類 6 

（27） 電話受理箋（平成 28年 6月 14日） 分類 7 

（28） 電話処理箋（平成 28年 6月 14日） 分類 5 

（29） 相談記録票（電話）（平成 28年 6月 28日） 分類 8 

（30） 相談記録票（電話）（平成 28年 7月 11日） 分類 8 

（31） 相談記録票（電話）（平成 28年 7月 15日） 分類 8 

（32） 相談記録票（電話）（平成 28年 8月 5日） 分類 8 

（33） 相談記録票（電話）（平成 28年 8月 16日） 分類 8 

（34） 相談記録票（電話）（平成 28年 8月 18日） 分類 8 

（35） 相談記録票（電話）（平成 28年 9月 23日） 分類 8 

（36） 相談記録票（電話）（平成 28年 9月 27日） 分類 8 

（37） 支援記録票（電話）（平成 28年 11月 4日） 分類 9 

（38） 相談記録票（電話）（平成 28年 11月 22日） 分類 8 
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Ｎｏ． 本件行政文書 分類 

（39） 支援記録票（面接）（平成 28年 11月 29日） 分類 8 

（40） 電話処理箋（平成 29年 1月 31日） 分類 10 

（41） 支援記録票（電話）（平成 29年 1月 27日） 分類 9 

（42） 支援記録票（電話）（平成 29年 2月 2日、10日） 分類 9 

（43） 電話処理箋（平成 29年 2月 20日） 分類 10 

（44） 支援記録票（電話）（平成 29年 3月 31日） 分類 9 

（45） 支援記録票（電話）（平成 29年 4月 3日） 分類 9 

（46） 支援記録票（面接、電話）（平成 29年 5月 2日） 分類 9 

（47） 精神保健福祉相談票（平成 29年 8月 3日） 分類 11 

（48） 支援記録票（面接）（平成 29年 11月 21日） 分類 9 

（49） 支援記録票（電話）（平成 29年 12月 1日） 分類 9 

（50） 電話相談（平成 29年 12月 6日） 分類 9 

（51） 支援記録票（面接）（平成 29年 12月 7日） 分類 9 

（52） 支援記録票（電話）（平成 29年 12月 14日） 分類 10 

（53） 支援記録票（面接）（平成 29年 12月 20日） 

※ 別紙（案）及び別紙メールを対象行政文書に追加。 

分類 9 

（54） 支援記録票（電話）（平成 29年 12月 22日） 分類 10 

（55） 支援記録票（電話）（平成 29年 12月 26日） 分類 9 

（56） 支援記録票（電話）（平成 30年 1月 4日） 分類 9 

（57） 支援記録票（面接）（平成 30年 1月 9日） 分類 9 

（58） 支援記録票（電話）（平成 30年 1月 10日） 分類 9 

（59） 支援記録票（電話）（平成 30年 1月 11日） 分類 9 

（60） 支援記録票（面接）（平成 30年 1月 19日） 分類 9 

（61） 支援記録票（電話）（平成 30年 1月 22日） 分類 9 

（62） 電話処理箋（平成 30年 1月 31日） 

※ 別紙「保護に関する通報書（平成 28年 2月 3日）」を

対象行政文書に追加。No.134と同じ文書。 

分類 6 

（63） 支援記録票（電話）（平成 30年 2月 1日） 分類 9 

（64） 支援記録票（電話）（平成 30年 4月 20日） 分類 9 

（65） 支援記録票（電話）（平成 30年 12月 5日） 分類 9 

（66） 電話処理箋（平成 31年 2月 14日） 分類 14 

（67） 電話処理箋（平成 31年 2月 18日） 分類 13 

（68） 電話処理箋（令和元年 7月 4日） 

※ 別紙を含めずに本件処分を行っている。 

分類 6 

（69） 電話処理箋（令和元年 7月 5日） 

※ 別紙を含めずに本件処分を行っている。 

分類 10 

（70） 支援記録（令和元年 7月 22日） 分類 14 

（71） 電話処理箋（令和元年 7月 23日） 

※ 別紙を含めずに本件処分を行っている。 

分類 9 
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Ｎｏ． 本件行政文書 分類 

（72） 電話受理箋（令和元年 7月 23日） 分類 14 

（73） 電話処理箋（令和元年 7月 29日） 分類 10 

（74） 電話支援記録（令和元年 9月 4日） 分類 10 

（75） 電話処理箋（令和元年 9月 5日） 分類 14 

（76） 電話支援記録（令和元年 9月 9日） 分類 10 

（77） 電話支援記録（令和元年 9月 19日） 分類 10 

（78） 支援記録（電話）（令和元年 9月 30日） 分類 10 

（79） 支援記録（電話）（令和元年 10月 16日） 分類 10 

（80） 電話処理箋（令和元年 10月 28日） 分類 14 

（81） 支援記録票（電話）（令和元年 10月 28日） 分類 9 

（82） 電話処理箋（令和元年 10月 29日） 分類 14 

（83） 電話受理箋（令和元年 10月 31日） 分類 14 

（84） 支援記録（電話）（令和元年 11月 11日） 分類 6 

（85） 支援記録（電話）（令和元年 11月 11日） 分類 10 

（86） 支援記録票（電話）（令和元年 11月 15日） 分類 9 

（87） 支援記録（電話）（令和元年 11月 18日） 分類 13 

（88） 支援記録（電話）（令和元年 11月 19日） 分類 9 

（89） 支援記録（電話）（令和元年 11月 21日） 分類 9 

（90） 電話処理箋（令和元年 11月 22日） 分類 14 

（91） 支援記録（電話）（令和元年 11月 28日） 分類 9 

（92） 電話処理箋（令和元年 12月 25日） 分類 6 

（93） 支援記録（電話）（令和 2年 1月 15日） 分類 10 

（94） 支援記録（電話）（令和 2年 1月 17日） 分類 10 

（95） 支援記録（電話）（令和 2年 1月 27日） 分類 10 

（96） 支援記録票（電話）（令和 2年 6月 23日） 分類 9 

（97） 支援記録票（電話）（令和 2年 6月 25日） 分類 9 

（98） 支援記録（電話）（令和 2年 6月 26日） 分類 9 

（99） 支援記録票（電話）（令和 2年 6月 30日） 分類 9 

（100） 支援記録票（電話）（令和 2年 8月 12日） 分類 9 

（101） 個人情報開示等の決定について（協議） 

（平成 28年 4月 25日） 

分類 12 

（102） 個人情報開示等の決定延長について（通知） 

（平成 28年 4月 27日） 

分類 12 

（103） 個人情報開示等の決定について（協議） 

（平成 28年 5月 2日） 

※ 別紙「対象個人情報一覧」を対象行政文書に追加。 

分類 12 

（104） 個人情報開示等の決定期間延長について（通知） 

（平成 28年 5月 2日） 

 

分類 12 
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Ｎｏ． 本件行政文書 分類 

（105） 電話受理箋（平成 28年 5月 18日から 20日） 分類 14 

（106） 電話受理箋（平成 28年 5月 25日） 分類 14 

（107） 個人情報開示等の決定について（協議） 

（平成 28年 7月 15日） 

分類 12 

（108） 個人情報開示等の決定について（決定）（平成 28年 7月 25

日） 

分類 12 

（109） 電話処理箋（平成 28年 7月 29日） 

※ 裏面の欄外メモ書を対象行政文書に追加。 

分類 6 

（110） 打合せ記録（平成 30年 1月 15日） 

※ 別添「個人情報開示請求について」を追加。 

分類 6 

（111） 個人情報開示等の決定について（決定・送付） 

（平成 30年 1月 24日） 

分類 12 

（112） 電話処理箋（平成 30年 1月 31日） 分類 14 

（113） 電話処理箋（平成 28年 9月 26日） 分類 13 

（114） 個人情報開示等の決定について（決定・送付） 

（令和元年 10月 3日） 

分類 12 

（115） 電話処理箋（令和元年 10月 30日） 分類 14 

（116） 個人情報開示等の決定について（決定・送付） 

（令和元年 11月 7日） 

分類 12 

（117） 個人情報開示等の決定について（決定・送付） 

（令和元年 11月 7日） 

分類 12 

（118） 電話処理箋（令和 2年 1月 9日） 分類 13 

（119） 個人情報の開示決定等について（協議） 

（令和 2年 1月 14日） 

分類 12 

（120） 個人情報の開示決定等について（決定・送付） 

（令和 2年 1月 17日） 

分類 12 

（121） 緊急措置入院・移送制度に係る指定医の診察について 

（平成 21年 9月 22日） 

分類 15 

（122） 緊急措置入院について（平成 21年 9月 23日） 

※ 別添を含めずに本件処分を行っている。 

分類 15 

（123） 措置入院・移送制度に係る指定医の診察について（平成 21

年 9月 25日） 

分類 15 

（124） 措置入院について（平成 21年 9月 25日） 分類 15 

（125） 措置入院者の入院措置について（平成 21年 11月 2日） 

※ 別添を含めずに本件処分を行っている。 

分類 15 

（126） 措置入院・移送制度に係る指定医の診察の要否について

（平成 28年 1月 19日） 

分類 16 

（127） 措置入院・移送制度に係る指定医の診察について（平成 28

年 2月 3日） 

分類 16 
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Ｎｏ． 本件行政文書 分類 

（128） 措置入院について（平成 28年 2月 3日） 

※ 別添を含めずに本件処分を行っている。 

分類 15 

（129） 精神保健及び精神障害福祉に関する法律第 31 条の規定に

よる費用徴収調書について（平成 28年 2月 4日） 

分類 15 

（129） 精神保健及び精神障害福祉に関する法律第 31 条の規定に

よる費用徴収額について（平成 28年 2月 22日） 

分類 15 

（131） 措置入院者の入院措置について（平成 28年 3月 25日） 

※ 別添を含めずに本件処分を行っている。 

分類 15 

（132） 精神障害者発見通報書（平成 21年 9月 22日） 分類 17 

（133） 保護に関する通報書（平成 27年 11月 12日） 分類 17 

（134） 保護に関する通報書（平成 28年 2月 3日） 分類 17 
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別紙２ 

本件行政文書 開示とすべき部分 

（１） 電話処理戔 

（平成 27年 6月 30日） 

・＜経過＞及び家族系統図及び家族歴の欄に

記載されている情報 

・＜対応＞の欄に記載されている情報のうち、

２行目１文字目から７文字まで 

（５） 相談報告書（電話） 

（平成 27年 11月 18日） 

・＜関係機関連絡＞の欄に記載されている情

報のうち、１行目５文字目及び６文字目 

（７） 相談報告書（電話） 

（平成 27年 11月 20日） 

・＜関係機関連絡＞の欄に記載されている情

報のうち、１行目５文字目及び６文字目 

（10） 訪問記録票 

（平成 27年 11月 28日） 

・＜関係機関連絡＞の欄に記載されている情

報のうち、１行目５文字目及び６文字目 

（11） 相談報告書（電話） 

（平成 27年 12月 28日） 

・＜関係機関連絡＞の欄に記載されている情

報のうち、１行目５文字目及び６文字目 

（12） 相談報告書（電話） 

（平成 28 年 1 月 22 日、

25日） 

・＜関係機関連絡＞の欄に記載されている情

報のうち、１行目５文字目及び６文字目 

（13） 相談報告書（電話） 

（平成 28年 1月 29日） 

・発・受信年月日の欄に記載されている情報の

うち、手書き２７文字 

（14） 相談報告書（電話） 

（平成 28年 2月 3日） 

・＜関係機関連絡＞の欄に記載されている情

報のうち、１行目５文字目及び６文字目  

（15） 精神保健福祉相談票 

（平成 28年 2月 4日） 

・生育歴の欄に記載されている情報のうち、７

行目９文字目から１１文字目まで 

・生育歴の欄に記載されている情報のうち、８

行目４文字目から１８文字目まで 

（16） 相談記録表（面接） 

（平成 28年 3月 16日） 

・＜関係機関連絡＞の欄に記載されている情

報のうち、１行目５文字目及び６文字目 

（18） 電話処理戔 

（平成 28年 3月 25日） 

・＜経過＞の欄に記載されている情報全て 

（19） 電話処理戔 

（平成 28年 4月 5日） 

・＜相談契機＞の欄に記載されている情報の

うち、３行目１文字目から４行目２８文字

目まで 

・家族系統図及び家族歴の欄に記載されてい

る情報のうち、１行目及び２行目全て 

（20） 電話処理戔 

（平成 28年 4月 6日） 

・＜相談契機＞の欄に記載されている情報の

うち、３行目１文字目から４行目２９文字

目まで 
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本件行政文書 開示とすべき部分 

（21） 電話処理戔 

（平成 28年 4月 19日） 

・＜相談契機＞の欄に記載されている情報の

うち、３行目１文字目から４行目２９文字

目まで 

・＜関係機関連絡＞の欄に記載されている情

報のうち、１行目５文字目及び６文字目 

（22） 電話処理戔 

（平成 28年 4月 22日） 

・職業の欄に記載されている情報のうち、２行

目全て 

・＜相談契機＞の欄に記載されている情報の

うち、３行目１文字目から４行目２８文字

目まで 

（22） 電話処理戔 

（平成 28年 4月 22日） 

・家族系統図及び家族歴の欄に記載されてい

る情報のうち、１行目及び２行目全て 

（23） 電話処理戔 

（平成 28年 4月 26日） 

・職業の欄に記載されている情報のうち、２行

目全て 

・＜相談契機＞の欄に記載されている情報の

うち、３行目１文字目から４行目２８文字

目まで 

・家族系統図及び家族歴の欄に記載されてい

る情報のうち、１行目及び２行目全て 

（25） 電話処理戔 

（平成 28年 6月 10日） 

・＜相談契機＞の欄に記載されている情報の

うち、３行目１文字目から４行目２９文字

目まで 

・家族系統図及び家族歴の欄に記載されてい

る情報のうち、１行目及び２行目全て 

（28） 電話処理戔 

（平成 28年 6月 14日） 

・＜相談契機＞の欄に記載されている情報の

うち、３行目１文字目から４行目２９文字

目まで 

・家族系統図及び家族歴の欄に記載されてい

る情報のうち、１行目及び２行目全て 

（47） 精神保健福祉相談票 

（平成 29年 8月 3日） 

・＜今年度の経過＞の欄に記載されている情

報のうち、２行目から７行目まで、９行目全

て、１３行目及び１４行目全て、１９行目４

文字目から２１行目末まで全て、２３行目

全て 

（48） 支援記録票（面接） 

（平成 29年 11月 21日） 

・内容、支援、判断、指導等の欄に記載されて

いる情報のうち、２行目１３文字目から２

４文字目まで 
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本件行政文書 開示とすべき部分 

（49） 支援記録票（電話） 

（平成 29年 12月 1日） 

・内容、支援、判断、指導等の欄に記載されて

いる情報のうち、２行目１３文字目から２

４文字目まで 

（51） 支援記録票（面接） 

（平成 29年 12月 7日） 

・内容、支援、判断、指導等の欄に記載されて

いる情報のうち、２行目１３文字目から２

４文字目まで 

（53） 支援記録票（面接） 

（平成 29年 12月 20日） 

・内容、支援、判断、指導等の欄に記載されて

いる情報のうち、２行目１３文字目から２

４文字目まで 

（60） 支援記録票（面接） 

（平成 30年 1月 19日） 

・内容、支援、判断、指導等の欄に記載されて

いる情報のうち、２行目１３文字目から２

４文字目まで 

（62） 電話処理戔 

（平成 30年 1月 31日） 

・発信者の欄に記載されている情報のうち、２

行目１０文字目及び 

１１文字目まで 

（65） 支援記録票（電話） 

（平成 30年 12月 5日） 

・決裁の欄の「母子・障害第二班長」の押印部

分 

（66） 電話処理戔 

（平成 31年 2月 14日） 

・概要等の欄に記載されている情報のうち、２

２行目全て 

（68） 電話処理戔 

（平成 31年 7月 4日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目３０文字目から３行目末まで全て 

（69） 電話処理戔 

（平成 31年 7月 5日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目３０文字目から３行目末まで全て 

（70） 支援記録 

（平成 31年 7月 22日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目３０文字目から３行目末まで全て 

（71） 電話処理戔 

（令和元年 7月 23日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２９文字目から３行目末まで全て 

（72） 電話処理戔 

（令和元年 7月 23日） 

・概要の欄に記載されている情報のうち、１２

行目及び１４行目全て 

（73） 電話処理戔 

（令和元年 7月 29日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２９文字目から３行目末まで全て 

（74） 電話支援記録 

（令和元年 9月 4日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２９文字目から３行目末まで全て 

（76） 電話支援記録 

（令和元年 9月 9日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２９文字目から３行目末まで全て 

（77） 電話支援記録 

（令和元年 9月 19日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２９文字目から３行目末まで全て 
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本件行政文書 開示とすべき部分 

（78） 支援記録（電話） 

（令和元年 9月 30日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２９文字目から３行目末まで全て 

（79） 支援記録（電話） 

（令和元年 10月 16日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２９文字目から３行目末まで全て 

（80） 電話処理戔 

（令和元年 10月 28日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、５行

目全て 

（81） 支援記録票（電話） 

（令和元年 10月 28日） 

・内容、支援、判断、指導等の欄に記載されて

いる情報のうち、３行目２９文字目から４

行目末まで全て 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２４

行目全て 

（83） 電話処理戔 

（令和元年 10月 31日） 

・決裁欄の「副参事兼次長（総括）」の押印部

分 

（84） 支援記録（電話） 

（令和元年 11月 11日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２９文字目から３行目末まで全て 

（85） 支援記録（電話） 

（令和元年 11月 11日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２９文字目から３行目末まで全て 

（86） 支援記録票（電話） 

（令和元年 11月 15日） 

・内容、支援、判断、指導等の欄に記載されて

いる情報のうち、２行目２６文字目から３

行目末まで全て 

（88） 支援記録票（電話） 

（令和元年 11月 19日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２８文字目から３行目末まで全て 

（89） 支援記録票（電話） 

（令和元年 11月 21日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２８文字目から ５１文字目まで 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２１

行目２９文字目から ３３文字目まで 

（91） 支援記録票（電話） 

（令和元年 11月 28日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２８文字目から３ 

（92） 電話処理戔 

（令和元年 12月 25日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２８文字目から３行目末まで全て 

（93） 支援記録票（電話） 

（令和 2年 1月 15日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２８文字目から３行目末まで全て 

 

 

（94） 支援記録票（電話） 

（令和 2年 1月 17日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２９文字目から３行目末まで全て 
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本件行政文書 開示とすべき部分 

（95） 支援記録票（電話） 

（令和 2年 1月 27日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２９文字目から３行目末まで全て 

（98） 支援記録票（電話） 

（令和 2年 6月 26日） 

・内容の欄に記載されている情報のうち、２行

目２８文字目から３行目末まで全て 

（105） 電話処理戔（平成 28年 5

月 18日から 20日） 

・受信者の欄に記載されている情報のうち、１

行目８文字目及び９文字目まで 

（106） 電話処理戔 

（平成 28年 5月 25日） 

・受信者の欄に記載されている情報のうち、１

行目８文字目及び９文字目まで 

・（件名）開示請求の対応についての下の欄に

記載されている情報のうち、３行目から５

行目までの全て 

（107） 個人情報開示等の決定に

ついて（協議） 

（平成 28年 7月 15日） 

・起案書に記載されている情報のうち、起案者

職氏名の欄の１文字目及び２文字目 

・起案書の起案理由に記載されている情報の

うち、１２行目の項目部分 

（108） 個人情報開示等の決定に

ついて（決定） 

（平成 28年 7月 25日） 

・起案書に記載されている情報のうち、起案者

職氏名の欄の１文字目及び２文字目 

（109） 電話処理戔（ 

平成 28年 7月 29日） 

・相手方の欄に記載されている情報のうち、２

行目１文字目及び２文字目 

・受信者の欄に記載されている情報のうち、２

行目１文字目及び２文字目 

（110） 打合せ記録 

（平成 30年 1月 15日） 

・出席者の欄に記載されている情報のうち、１

行目９文字目、１０文字目、１３文字目及び

１４文字目 

・別添「個人情報開示請求について」の１の

（１）に係る手書部分のうち、２行目全て 

（111） 個人情報開示等の決定に

ついて（決定・送付） 

（平成 30年 1月 24日） 

・起案書に記載されている情報のうち、起案者

職氏名の欄の１文字目及び２文字目 

（114） 個人情報開示等の決定に

ついて（決定・送付） 

（令和元年 10月 3日） 

・起案書に記載されている情報のうち、起案者

職氏名の欄の１文字目及び２文字目 

・起案書の起案理由の４備考に記載されてい

る部分 

（116） 個人情報開示等の決定に

ついて（決定・送付） 

（令和元年 11月 7日） 

・起案書に記載されている情報のうち、起案者

職氏名の欄の１文字目及び２文字目 

・起案書の起案理由の４備考に記載されてい
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本件行政文書 開示とすべき部分 

る部分 

（117） 個人情報開示等の決定に

ついて（決定・送付） 

（令和元年 11月 7日） 

・起案書に記載されている情報のうち、起案者

職氏名の欄の１文字目及び２文字目 

・起案書の起案理由の４備考に記載されてい

る部分 

（118） 電話処理戔 

（令和 2年 1月 9日） 

・対応の欄に記載されている情報のうち、２行

目と３行目の間に記載されている手書き部

分 

・対応の欄に記載されている情報のうち、４行

目１文字目から５行目１５文字目まで 

（119） 個人情報の開示決定等に

ついて（協議） 

（令和 2年 1月 14日） 

・起案書に記載されている情報のうち、起案者

職氏名の欄の１文字目及び２文字目 

・起案書の起案理由記載されている情報のう

ち、１６行目の項目部分 

（120） 個人情報開示等の決定に

ついて（決定・送付） 

（令和 2年 1月 17日） 

・起案書に記載されている情報のうち、起案者

職氏名の欄の１文字目及び２文字目 

・起案書の起案理由に記載されている情報の

うち、１０行目１２文字目から１２行目末

まで全て 

・起案書の起案理由の４備考に記載されてい

る部分 

（121） 緊急措置入院・移送制度

に係る指定医の診察につ

いて 

（平成 21年 9月 22日） 

・措置入院のための事前調査票の調査員職名

の欄に記載されている情報のうち、１文字

目から４文字目まで 

（122） 緊急措置入院について 

（平成 21年 9月 23日） 

・様式２２号の記録者の欄に記載されている

情報のうち、所属部分 

（125） 措置入院者の入院措置に

ついて 

（平成 21年 11月 2日） 

・起案書の起案理由記載されている情報のう

ち、２行目２０文字目から４行目２１文字

目まで 

（126） 措置入院・移送制度に係

る指定医の診察の要否に

ついて 

（平成 28年 1月 19日） 

・様式第１３号の調査員職名の欄に記載され

ている情報のうち、３行目全て 

（127） 措置入院・移送制度に係

る指定医の診察について 

（平成 28年 2月 3日） 

・様式第１３号の調査員職名の欄の下に手書

きで記載されている情報のうち、１文字目

及び２文字目 
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本件行政文書 開示とすべき部分 

（128） 措置入院について 

（平成 28年 2月 3日） 

・様式第２２号の同行者の氏名の欄に記載さ

れている情報のうち、１４文字目及び１５

文字目 

（131） 措置入院者の入院措置に

ついて 

（平成 28年 3月 25日） 

・起案書の起案理由記載されている情報のう

ち、２行目７文字目から３行目３３文字目

まで 

（132） 精神障害者発見通知書 

（平成 21年 9月 22日） 

・決裁欄の「技術副支所長」の押印部分 

（133） 保護に関する通報書 

（平成 27年 11月 12日） 

・別紙 通報の対象者に記載されている情報の

うち、自宅電話及び携帯電話部分（電話番号

含む） 

１ ○行目とは、文字が記載されている行を一番上から１行目として、順次数え上げ

たものである。 

２ ○文字目とは、１行中に記載された文字を左詰めにした場合、一番左の文字を１ 

文字目として順次数え上げたものである。なお、句読点、文頭の記号等及び括弧は

それぞれ１文字とみなし、空白は除いている 
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別紙３ 

審査会の処理経過 

年  月  日 処  理  内  容 

令和３年６月１４日 〇諮問を受けた（諮問乙第９３号）。 

令和４年８月２５日 

（第２６５回審査会） 
〇事案の審議を行った。 

令和４年９月２６日 

（第２６６回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和４年１２月２２日 

（第２６８回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和５年１月２７日 

（第２６９回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和５年２月２１日 

（第２７０回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和５年３月２０日 

（第２７１回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和５年４月２０日 

（第２７２回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和５年６月３０日 

（第２７３回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和５年７月２８日 

（第２７４回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和５年８月２３日 

（第２７５回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和５年１１月３０日 

（第２７８回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和５年１２月２２日 

（第２７９回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和６年１月２６日 

（第２８０回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和６年２月２７日 

（第２８１回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和６年３月２２日 

（第２８２回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和６年４月２４日 

（第２８３回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和６年５月２９日 

（第２８４回審査会） 

 

〇事案の審議を行った。 
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年  月  日 処  理  内  容 

令和６年６月２８日 

（第２８５回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和６年７月３１日 

（第２８６回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和６年８月２９日 

（第２８７回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和６年９月２０日 

（第２８８回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和６年１１月６日 

（第２８９回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和６年１１月２９日 

（第２９０回審査会） 
〇事案の審議を行った。 

令和６年１２月２０日 

（第２９１回審査会） 
〇事案の審議を行った。 

令和７年１月３１日 

（第２９２回審査会） 
〇事案の審議を行った。 

令和７年２月２７日 

（第２９３回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和７年３月２４日 

（第２９４回審査会） 

〇事案の審議を行った。 

令和７年４月２４日 

（第２９５回審査会） 
〇事案の審議を行った。 

 

令和７年５月３０日 

（第２９６回審査会） 
〇事案の審議を行った。 

 

令和７年６月３０日 

（第２９７回審査会） 
〇事案の審議を行った。 

 

令和７年７月３１日 

（第２９８回審査会） 
〇事案の審議を行った。 

 

令和７年８月２９日 

（第２９９回審査会） 
〇事案の審議を行った。 

 

令和７年１０月１日 

（第３００回審査会） 
〇事案の審議を行った。 

 

令和７年１０月２９日 

（第３０１回審査会） 
〇事案の審議を行った。 

 

令和７年１１月２７日 

（第３０２回審査会） 
〇事案の審議を行った。 
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（参考） 

宮城県個人情報保護審査会委員名簿（五十音順） 

 

   （令和６年１０月１３日まで） 

氏   名 区   分 備   考 

大 江 裕 幸 東北大学大学院法学研究科教授  

大 橋 洋 介 弁護士 会長 

佐 藤 英 世 東北学院大学法学部教授 会長職務代理者 

杉 浦 永 子 第一印象研究所代表  

吉 田 大 輔 弁護士  

 

 

 （令和７年１２月２３日現在） 

氏   名 区   分 備   考 

大 江 裕 幸 東北大学大学院法学研究科教授  

佐 藤 英 世 東北学院大学法学部教授 会長職務代理者 

杉 浦 永 子 第一印象研究所代表  

中 田 孝 司 弁護士  

吉 田 大 輔 弁護士 会長 

 

 


